
平成２５年６月１日 

ご利用者様各位 

静岡県職員会館 

もくせい会館 

支配人 

 

体育館貸出についての料金及び貸出時間の変更について 

記 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

もくせい会館では、平成 25 年 10 月 1 日（火）から、体育館の貸出時間帯と利用料金を

下記の通り変更させて頂きます。 

はなはだ勝手ではございますが、利用者様のご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。 

今後も引き続き、ご愛顧いただけますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【備考】備品貸出料金についての変更はございません。 

 1 団体様当りの貸出数は現状通り 4 日程を上限とさせて頂きます。 


